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を
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訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

官
報
報
告
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

官
報
報
告
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

官
報
報
告
事
務
取
扱
規
程

(

昭
和
二
十
三
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

官
報
報
告
事
項
は
、
各
関
係
課

(

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
、
室
及
び
チ
ー
ム

(

生

活
再
建
・
産
業
復
興
局
の
チ
ー
ム
を
除
く
。)

を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

に
お
い
て
こ
れ
を｣

を

｢

官
報
報
告
を
求
め
る
関
係
課

(

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
及
び
室
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

は
、

官
報
報
告
事
項
を｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
表
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

第
八
条
中

｢

、
教
育
委
員
会
の
教
育
長｣

を
削
る
。

第
七
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中

｢

×
×
委
員
会
委
員

(｣

の
下
に

｢

教
育
委
員
会
教
育
長
・｣

を
、

｢

○
○
○
委
員｣

の
下
に

｢
(

教
育
長)

｣

を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
最
初
に
教
育
長
が
任
命
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
官
報
報
告
事
項
の

原
稿
記
載
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
官
報
報
告
事
務
取
扱
規
程
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

青
森
県

教
育
委
員
会
教
育
長
任
命

×
月
×
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

教
育
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会
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長
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名
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…
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�

教
育
委
員
会
、
公
安
委
員
会
、
監
査
委
員
、
人
事
委
員
会
、
労

働
委
員
会
及
び
収
用
委
員
会
の
委
員

�

選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員

�

教
育
委
員
会
の
教
育
長

第
七
号
様
式
又
は

第
九
号
様
式

第
八
号
様
式

第
五
号
様
式

�

教
育
委
員
会
の
教
育
長

�

教
育
委
員
会
、
公
安
委
員
会
、
監
査
委
員
、
人
事
委
員
会
、
労

働
委
員
会
及
び
収
用
委
員
会
の
委
員

�

選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員

第
七
号
様
式
又
は

第
九
号
様
式

第
七
号
様
式
又
は

第
九
号
様
式

第
八
号
様
式
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青
森
県
訓
令
甲
第
七
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
観
光
国
際
戦
略
部
の
部
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
条
第

｣

三
項
中

｢

、
室
及
び
チ
ー
ム｣

を

｢

及
び
室｣

に
改
め
る
。

第
三
条
観
光
交
流
推
進
班
の
項
中

｢

観
光
交
流
推
進
班｣

を

｢

誘
客
交
流
班｣

に
改
め
、
同
条
ま

る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信
班
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
十
二
号

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
十
二
号

(

文
書
記
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
の
表
観
光
交
流
推
進
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
の
表
ま
る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信
チ
ー
ム
の
項
を
削
る
。

２
の
表
中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
目
屋
ダ
ム
管
理
所
の
項
を
削
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢

呼
吸
器
科｣

を

｢

呼
吸
器
内
科
、
呼
吸
器
外
科｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢
、
心
臓
血
管
外
科
及
び
心
大
血
管
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科｣

を

｢

及
び
心
臓
血
管
外
科｣

に
改

め
、
同
条
第
十
項
中

｢

、
四
階
南
病
棟
看
護
班
、
四
階
東
病
棟
看
護
班
、
四
階
西
病
棟
看
護
班
、
五

階
東
病
棟
看
護
班
、
五
階
西
病
棟
看
護
班
、
六
階
東
病
棟
看
護
班
、
六
階
西
病
棟
看
護
班
、
七
階
東

病
棟
看
護
班
、
七
階
西
病
棟
看
護
班
、
八
階
東
病
棟
看
護
班
、
八
階
西
病
棟
看
護
班
、
九
階
東
病
棟

看
護
班
、
九
階
西
病
棟
看
護
班
及
び
放
射
線
看
護
班｣

を

｢

及
び
病
棟
看
護
班｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
中

｢
、
Ａ
病
棟
看
護
班
、
Ｂ
病
棟
看
護
班
、
Ｃ
病
棟
看
護
班
、
Ｄ
病
棟
看
護
班
及

び
Ｅ
病
棟
看
護
班｣

を

｢
及
び
病
棟
看
護
班｣

に
改
め
る
。

第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
の
二
中

｢

看
護
班
長｣

を

｢

看
護
師
長｣

に
改
め
る
。
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ま
る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信
班

国
際
経
済
班

観
光
交
流
推
進
班

ま
る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

国
際
経
済
課
長

観
光
交
流
推
進
課
長

国
際
経
済
班

誘
客
交
流
班

国
際
経
済
課
長

誘
客
交
流
課
長
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( )

別
表
第
一
中
央
病
院
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改

｣

め
、
同
表
つ
く
し
が
丘
病
院
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改

｣

め
る
。

別
表
第
二
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改

｣

め
る
。

別
表
第
四
中

｢

看
護
班
長｣

を

｢

看
護
師
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
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特
定
診
療
部
門

部
門
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長
及
び
技
師
長

特
定
診
療
部
門

部
門
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長
、
技
師
長
及
び
副
技
師
長

看
護
部

中
央
診
療
部
門

部
長
、
次
長
、
看
護
指
導
監
、
上
席
看
護
専
門
官
、
看
護
専
門
官
、

看
護
企
画
班
長
、
看
護
班
長

部
門
長
、
部
に
部
長
、
病
理
指
導
監
、
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監
、

部
長
代
行
、
副
部
長
及
び
技
師
長

看
護
部

中
央
診
療
部
門

部
長
、
次
長
、
看
護
指
導
監
、
上
席
看
護
専
門
官
、
看
護
専
門
官
、

看
護
師
長
、
副
看
護
師
長

部
門
長
、
部
に
部
長
、
病
理
指
導
監
、
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監
、

薬
剤
指
導
監
、
部
長
代
行
、
副
部
長
、
技
師
長
及
び
副
技
師
長

医
療
管
理
監
、
医
学
物
理
指
導
監

医
療
管
理
監
、
医
学
物
理
指
導
監
、
地
域
医
療
情
報
推
進
監

看
護
部

部
長
、
次
長
、
看
護
班
長

看
護
部

部
長
、
次
長
、
看
護
師
長

部
門
長

当
該
部
門
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

地
域
医
療
情
報

推
進
監

部
門
長

地
域
医
療
情
報
の
連
携
の
推
進
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事

す
る
。

当
該
部
門
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

臨
床
検
査
・
輸

血
指
導
監

臨
床
検
査
及
び
輸
血
技
術
の
指
導
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に

従
事
す
る
。

薬
剤
指
導
監

臨
床
検
査
・
輸

血
指
導
監

薬
剤
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

臨
床
検
査
及
び
輸
血
技
術
の
指
導
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に

従
事
す
る
。

技
師
長

副
部
長

当
該
科
、
部
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
の
部
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理

す
る
。

副
技
師
長

技
師
長

副
部
長

当
該
科
又
は
部
の
技
師
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
。

当
該
科
又
は
部
の
部
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
と
と
も

に
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

当
該
科
、
部
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
の
部
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理

す
る
。

看
護
部
の
班
長

看
護
部
の
当
該
班
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。

副
看
護
師
長

看
護
師
長

当
該
班
の
看
護
師
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
。

当
該
班
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。



( )

十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中

｢

、
夜
間
看
護
手
当｣

を

｢

、
感
染
症
治
療
等
手
当
、
病
院
夜
間
看
護
手
当｣

に
改
め

る
。第

十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

感
染
症
治
療
等
手
当)

第
十
三
条

感
染
症
治
療
等
手
当
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す

る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号)

第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
感
染
症
並
び
に

管
理
者
が
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
と
認
め
る
感
染
症
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
感
染
症
病
棟
に

お
い
て
勤
務
す
る
職
員
が
感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、
患
者
の
診
療

若
し
く
は
看
護
又
は
当
該
病
原
体
の
付
着
し
た
物
件
若
し
く
は
付
着
の
疑
い
の
あ
る
物
件
の
処
理

作
業
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

２

感
染
症
治
療
等
手
当
の
額
は
、
作
業
又
は
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
円
と
す
る
。

附
則
第
七
項
中

｢

第
十
七
条｣

を

｢

第
十
八
条｣
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
病
院
局
医
療
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
の
五
級
の
項
中

｢

看
護
班
長｣

を

｢

看

護
師
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
病
院
局
行
政
職
給
料
表
級
別
資
格
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
三
の
病
院
局
医
療
職
給
料
表
�
級
別
資
格
基
準
表
の
歯
科
衛
生
士
及
び
歯
科
技
工
士
の
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
病
院
局
行
政
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表
の
表
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
四
の
病
院
局
医
療
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
の
歯
科
衛
生
士
及
び
歯
科
技
工
士
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
五
の
病
院
局
医
療
職
給
料
表
�
以
外
の
給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
職
員
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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臨
床
心
理
士

精
神
保
健
福
祉
士

臨
床
心
理
士

精
神
保
健
福
祉
士

社
会
福
祉
士

歯
科
衛
生
士

短
大
三
卒

一

五

〇

一

六

別
に
定

め
る

別
に
定

め
る

短
大
二
卒

二
・
五

五

〇

二
・
五

八

別
に
定

め
る

別
に
定

め
る

四

五

高
校
専
攻
科

卒

〇

四

九

別
に
定

め
る

別
に
定

め
る

歯
科
技
工
士

短
大
三
卒

一

五

〇

一

六

別
に
定

め
る

別
に
定

め
る

短
大
二
卒

二
・
五

五

〇

二
・
五

八

別
に
定

め
る

別
に
定

め
る

臨
床
心
理
士

精
神
保
健
福
祉
士

臨
床
心
理
士

精
神
保
健
福
祉
士

社
会
福
祉
士

短
大
三
卒

一
級
一
七
号
給

歯
科
衛
生
士

短
大
二
卒

一
級
一
一
号
給

高
校
専
攻
科
卒

一
級
七
号
給

歯
科
技
工
士

短
大
三
卒

一
級
一
七
号
給

短
大
二
卒

一
級
一
一
号
給

経
営
企
画
室
長

経
営
企
画
室
長

中
央
病
院
薬
剤
部
長

中
央
病
院
臨
床
検
査
指
導
監

中
央
病
院
薬
剤
部
長

中
央
病
院
看
護
部
看
護
指
導
監

中
央
病
院
医
療
連
携
部
次
長

中
央
病
院
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監

中
央
病
院
薬
剤
指
導
監

中
央
病
院
看
護
指
導
監



( )

青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程

(
平
成
二
十
六
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中

｢
(

以
下

｢

出
納
取
扱
金
融
機
関｣

と
い
う
。)

｣

を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

出
納
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
金
融
機
関
の
う
ち
、
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
一
部
を
取

り
扱
わ
せ
る
も
の
を
青
森
県
病
院
事
業
出
納
取
扱
金
融
機
関

(

以
下

｢

出
納
取
扱
金
融
機
関｣

と

い
う
。)

と
、
収
納
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
も
の
を
青
森
県
病
院
事
業
収
納
取
扱
金
融
機

関

(

以
下

｢

収
納
取
扱
金
融
機
関｣

と
い
う
。)

と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
中｢

出
納
取
扱
金
融
機
関｣

の
下
に

｢

又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成27年３月30日 月曜日 号外第28号5



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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